
公立鳥取環境大学施設整備委員会規程 

平成２７年１１月５日 

公立鳥取環境大学規程第４５号 

 

（趣旨） 



（３）その他施設に関する事項で学長から諮問された事項 

 

 （作業部会） 

第７条 委員会には、必要に応じて作業部会を設置することができる。 

２ 作業部会は、職員のうちから委員長が指名する者をもって構成する。 

３ 作業部会は、副委員長が統括する。 

 

（報告） 

第８条 委員長は、第７条に規定する審議事項の審議結果を学長に報告するものとする。 

 

（構成員以外の出席） 

第９条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（事務） 

第１０条 委員会の事務は、総務課が行う。 

 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成２７年１１月５日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年規程第１号） 

１ この規程は、平成２８年１月５日から施行する。 

２ 第３条の規定に関わらず、平成２７年度中における委員の任期は平成２８年３月３１日ま

でとする。 

 

   附 則（令和４年規程第１０号） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和４年規程第２６号） 

 この規程は、令和４年１０月１４日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 


